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EPAとは？

EPAを適用するための手続き

例題：第三者証明制度における手続き
主人公が、初めてEPAに挑戦するストーリーに沿って実演！

例題：自己証明制度における手続き
主人公が、自己証明制度に挑戦するストーリーに沿って実演！

第一部

第二部

第三部

第四部

－ 休憩時間 5分

－ 休憩時間 10分
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取得時間や取得コストの削減のためにも、
自己証明制度での手続きにチャレンジしてみたいです！

それでは、自己申告制度の手続きを一緒に進めていきましょう。

第三者証明制度との違いは、

★生産者から「農林産品に係る生産証明書」を取得する必要が無い
★原産地証明書（自己申告書）は自分で作成 という点でしたね！

STEP１

早見表
で協定決定

STEP４

原産地証明書
（自己申告書）

の作成

STEP３

生産証明書
の取得

STEP２

産地
を確認

STEP５

書類
の保存

日商での手続きは必要ありません！

第四部：例題 自己証明制度における手続き

■STEP0 復習！第三者証明制度との違いは？
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MFN税率 EPA税率 PSR

アジア ベトナム 日ベトナム HS2007 ○ 8.0% 無税 CC

アジア ベトナム
日アセアン
（AJCEP）

HS2002 ○ 8.0% 2.5% CC

アジア ベトナム CPTPP HS2012 ○ 8.0% 無税 CC

自
己
申
告
（自
己
証
明）

認
定
輸
出
者

地域 国名 協定名

使用
する
HS
コード

第
三
者
証
明
（商
工
会
議
所）

りんご（生鮮）

0808.10

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html

自己証明制度は＜CPTPP＞が選択肢としてあるんだな！
EPAを使えば無税になるようだし、今回は＜CPTPP＞で挑戦してみよう！

■STEP1 早見表で協定決定

第四部：例題 自己証明制度における手続き

農林水産省が公開しているEPA関税率早見表を見てみましょう！

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html
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第三者証明制度の時と基本的には同じです！

■STEP2 産地を確認

第四部：例題 自己証明制度における手続き

契約書、仕入書、伝票などで
確認すればよかったな！

出荷伝票で、
☑ 生産者名：林 五郎
☑ 生産者の所在地・連絡先：果物市リンゴ町2-2(TEL:017-111-2222)
☑ 収穫地：青森県 と確認できました！
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自己証明制度では、生産証明書の取得は必要ありません！

■STEP3 生産証明書の取得

第四部：例題 自己証明制度における手続き

生産
証明書

生産
証明書

第三者証明制度 自己証明制度

証明
の主体

証明制度

日商（＝第三者） 自社

原産品と認めるには、
生産証明書がないとNG！

契約書、仕入書、伝票などで
産地の確認は取れているから
OK！
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https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html

協定によって、原産地証明書（自己申告書）の記載方法が異なります。

農林水産省のEPA利用早わかりサイトに、
各協定の《自己申告記載様式・要領》が掲載されているので、
まずはそこを確認しましょう！

うわ、なんだか難しそう。。

■STEP4 原産地証明書の作成

第四部：例題 自己証明制度における手続き

項目を一つ一つ確認しながら一緒に記入していきましょう！
慣れてしまえば、日商の手続きがない分、
原産地証明書取得と比較し時間がかからず対応できますよ！
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■STEP4 原産地証明書の作成ーCPTPP記載事項ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

記載事項が決まっています！
記載事項が網羅できていないと、
証明書が無効となるので注意！

証明者は誰か
輸出者、生産者、または輸入者のうちだれ
が原産地証明書を作成したか

輸出者の情報
氏名または名称、住所（国名を含む）、
電話番号、電子メールアドレス
※生産者が原産地証明書を作成した場合
で、輸出者が特定できない場合は不要。
※輸出者の住所は、締約国内の産品が輸
出された場所とする。

生産者の情報
氏名または名称、住所（国名を含む）、
電話番号、電子メールアドレス
※生産者が複数いる場合は”various”と
記載、あるいは生産者の一覧を添付。
※生産者を秘匿したい場合
は、”Available upon request by the 
importing authorities”と記載可能。
※生産者の住所は、締約国内の産品が生
産された場所とする。

輸入者の情報
氏名または名称、住所（国名を含む）、
電話番号、電子メールアドレス
※輸入者の住所は締約国内

対象産品の品名
※品名は対象産品を表すのに充分な形で
記載
※1回限りの原産地証明書の場合、
インボイス番号は原則記載

対象産品のHSコード6桁

原産性の基準
生鮮果実・野菜の場合は、WO と記載。

対象期間
同一産品の複数回の輸送を対象とする
場合、その期間を記載。
原則、12箇月が限度。

宣誓文
※宣誓文の内容は次ページ参照

証明者の署名、日付
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■STEP4 原産地証明書の作成ーCPTPP記載事項ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

I certify that the goods described in this 
document qualify as originating and the 
information contained in this document is 
true and accurate. I assume responsibility 
for proving such representations and agree 
to maintain and present upon request or to 
make available during a verification visit, 
documentation necessary to support this 
certification.

私は、この文書に記載する産品が原産品であり、及び
この文書に含まれる情報が真正かつ正確であることを
証明する。私は、そのような陳述を立証することに責任
を負い、並びにこの証明書を裏付けるために必要な文
書を保管し、及び要請に応じて提示し、または確認の
ための訪問中に利用可能なものとすることに同意する。

宣誓文の内容はこの通りです！
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■STEP4 原産地証明書の作成ーCPTPP記載事項ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

それでは一緒に記入していきましょう！

輸出者情報

生産者情報

輸入者情報

Tokyo Kyodo Trading Co., Ltd
9th Floor, Kokusai BLDG. 3-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 
100-0005, JAPAN
TEL: +81-3-5219-8777   e-mail address: y-taro@tk-trading.co.jp

VIETNAM FRUITS TRADING CO., LTD
20th Floor, Food Tower, Fruits Street, Apple District, Ho Chi Minh, 
VIETNAM
TEL: +84-11-222-3333   e-mail address: apple@vf-trading.com

1

2

3

1

2

3

4 5

7

6

Goro Rin
2-2 Apple, Fruits city, Aomori, 038-5678, JAPAN
TEL: +81-17-111-2222
e-mail address: r-goro@apple-farm.co.jp
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■STEP4 原産地証明書の作成ーCPTPP記載事項ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

対象産品の品名、インボイス番号

証明者選択・証明者の署名・日付

一つ一つ確認して記入していったら、
そんなに難しくなかったぞ！
これならボクにもできそうだ！

1

2

3

4 5

stamp
September 15, 2021

Tokyo Kyodo Trading Co., Ltd

☑

Apple
Invoice number: Tokyo-1111

0808.10 WO

HSコード6桁 原産地基準

4

7

6

5 6

7

※

※協定上では「正規の署名」と記載されており、詳細なルールについては言及されておりません。税関の
資料では「サインかスタンプ」といった記載になっております。（「自己申告制度」利用の手引き～CPTPP
～ P.43、45より） https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_tpp.pdf

各国の運用に関しては、輸入者を通じて各国の輸入国税関へご確認の程よろしくお願いします。

https://www.customs.go.jp/roo/procedure/riyou_tpp.pdf
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＜参考＞ー日オーストラリアEPA記載事項ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

記載事項が決まっています！
記載事項が網羅できていないと、
証明書が無効となるので注意！

証明者は誰か
輸出者、生産者、または輸入者のうちだれ
が原産地証明書を作成したか

輸出者又は生産者の詳細
氏名又は名称、住所

対象産品の概要
品名、包装の個数及び種類、包装の記号
及び番号、重量及び数量、仕入書の番号
及び日付、積送される貨物を確認するため
の情報

対象産品のHSコード6桁

原産性の基準
生鮮果実・野菜の場合は、WO と記載。

その他
※該当する場合には、第三国の仕入書の
仕様について記述

証明者の署名、日付
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＜参考＞ー日EU/日英EPA 原産地に関する申告文ー

第四部：例題 自己証明制度における手続き

日EU EPA、日英EPAは、輸出者、生産者が原産地証明書（自己申告書）

を作成する場合、仕入書など商業上の書類※上に自己申告文を記載する
必要があります！ ※仕入書、プロフォーマインボイス、船積書類（パッキングリスト、デリバリーノート等）が該当します

記載文言が決まっているんだね！
この定型文に従って、申告文を作成すればいいのか！

申告適用期間
原産地申告が同一の産品に関する複数回の輸送のために使用され
る場合に、12箇月を超えない範囲で記載。1回のみ適用する場合は、
期間の記載は不要。

輸出者参照番号
日本の輸出者の場合は、日本
の法人番号。法人番号を有しな
い場合は空欄で良い。

産品の原産地

原産性の基準
生鮮果実・野菜の場合は、Ａ と記載
※A＝第 3.2 条第 1 項 (a) で言
及する産品（すなわち完全生産品）

場所及び日付
当該情報が（申告文を記載する）文
書自体に含まれる場合は省略可。

輸出者の氏名又は名称
（活字体によるもの）
手書きの署名や押印は不要。
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CPTPPの書類保存期限は5年でしたよね。
この3点の書類をセットにして保存しておきます！

■STEP5 書類の保存

第四部：例題 自己証明制度における手続き

輸入国側より、輸出した産品が原産品であるかどうか、
確認の問合せがくる可能性もありますので、

原産品であることを示す証拠書類は保存
しておいて下さいね！

原産地証明書
（自己申告書）

の写し

生産場所の
確認書類

Invoice Packing 
List

BL

船積書類の
写し
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第四部：例題 自己証明制度における手続き

Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

A：原産地証明書（自己申告書）に記載した期間内であれば、

その自己申告書を繰り返し利用可能

輸入者輸出者

送付

作成輸送1回目

輸送2回目

輸送3回目

作成

作成

1 3

4

5

2

輸入申告

輸入申告

輸入申告

期間内だったら、都度 原産地
証明書（自己申告書）を
作らなくてもいいんだ！！

採用協定：
CPTPP

日EU協定
日英協定
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第四部：例題 自己証明制度における手続き

Ｑ：できるだけ早く手続きをするにはどうすればいいですか？

A：自己申告書に記載した期間内であれば、

その自己申告書を繰り返し利用可能
採用協定：

CPTPP
日EU協定
日英協定

対象期間
同一産品の複数回の輸送を対象とする
場合、その期間を記載。
原則、12箇月が限度。

申告適用期間
原産地申告が同一の産品に関する複数回の輸送のために使用され
る場合に、12箇月を超えない範囲で記載。1回のみ適用する場合は、
期間の記載は不要。

＜注意点＞
対象期間を記載する場合は、
INVOICE番号は記載しない。

CPTPP 日EU協定・日英協定



© 2021 Tokyo Kyodo Accounting Office 89

①日本で生産

②原産品の基準をクリア
原産品 ＝

③根拠書類で立証

加工食品の原産性の立証においては、
「原産品の基準」が生鮮食品とは大きく異なります！

生鮮のりんごにEPAを使う場合の手続きとは
異なる部分があるため注意が必要です。

補足
Ｑ：りんごジャムにEPAを使う場合はどうすればいいですか？

第四部：例題 自己証明制度における手続き
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A 完全生産品
EPA締約国内で完全に生産・採取された産品

B 原産材料のみから
生産される産品

すべての一次材料（二次材料除く）が
EPA締約国内の原産品である産品

C 非原産材料を使用
して生産される産品

非原産（EPAの原産地基準を満たしている根拠資料な
し）材料を使っていてもEPA締約国において「実質的な
製造・加工」が行われ、協定の基準を満たした産品

使用した一次材料が原産かどうかを
検証する方法*

Ｃだけは、材料が非原産材料であるため、
日本国内にて「実質的な製造・加工」を
行ったことを証明する必要が生じます。

*使用した材料すべてを締約国内で完全に得られるものと品目別規則
において要求している場合を除く

関税分類変更基準（CTCルール）

付加価値基準（VAルール）

輸出産品自体ないしすべての材料が
原産かどうかを検証する方法

＊SPルール：非原産材料を用いて特定の加⼯⼯程が行われた場合に、
加⼯物に対して原産資格を付与するというルール。

補足
Ｑ：りんごジャムにEPAを使う場合はどうすればいいですか？

第四部：例題 自己証明制度における手続き
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EPA相談デスクのHPより
お申し込み可能です！

加⼯食品のEPA利用の詳しい手続きについて学びたい方は、
こちらのワークショップにご参加頂くことをお勧めいたします。

補足
Ｑ：りんごジャムにEPAを使う場合はどうすればいいですか？

第四部：例題 自己証明制度における手続き

https://epa-info.go.jp/workshop/
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➢ 農水省設置のEPA利用相談窓口とEPA利用早わかりサイト

又はＥＰＡを利用するために必要な情報を簡単に
入手できる「EPA利用早わかりサイト」をご覧下さい。

etc.

※詳しくは6月10日付農水省プレスリリース「EPA利用相談窓口へのアクセスで問題解決
(税関での超過支払いを是正)！」をご覧ください。EPA利用早わかりサイト

QRコード

どんな些細な疑問にもお答えいたします。
わからないことや困っていること等がありましたら、お気軽に
epariyousoudan＠maff.go.jpにご連絡下さい。

✓日本商⼯会議所での判定依頼がうまくいかない…
✓適切な書類を準備したのに、輸出先国の税関で特恵税率が

認められず、MFN税率を支払わされた…※ etc.

✓ EPAを利用したら関税が下がるの…？
✓ そもそも原産地規則ってなに…？
✓ 商品のHSコード、税率がわからない…
✓ どの協定を利用すれば一番お得なのか、わからない…

https://www.maff.go.jp/j/kokusai/renkei/fta_kanren/epa_n.html
https://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/keizai/210610.html

